
日之影町農業委員会 第１３回総会 
 

開催日時 ： 令和３年７月２９日（木） 午前９時開会 

開催場所 ： 役場 町民ホール 

出席委員 ： 甲斐 幹男    松本 貴美子   穂積 ミサ子   山本 英二 

                米田 正          矢通 広信    工藤 昭一    今村 浩二三 

一水 秀樹        桝田 隆盛        甲斐 直     髙岡 光美 

中川 今朝久   押方 徹          甲斐 秀人    戸髙 和子 

  欠席委員 ： なし 

  議事日程 ： ① 議案第４２号 

「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画（利用権賃借）の承認 

 について」 

         ② 議案第４３号 

「農地法第３条の規定による許可申請について」 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

議長 

 

 

 

 

 

 これから日之影町農業委員会総会を開会します。 

 本日、お願いします審議は、議事日程のとおりであります。 

 はじめに、議事録署名委員を指名します。 

 ３番 穂積 ミサ子 委員、４番 山本 英二 委員 にお願いします。 

 それでは、これより審議に入ります。 

議長 

 

 議案第４２号「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画（利用権賃借）の承認」

についてを議題とします。 

 本案について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

 

 （議案第４２号について説明・朗読） 

議長 以上で、事務局の説明は終わりました。続いて、担当委員の説明をお願いします。 

 

担当委員 

 

 説明します。 

現地については、事務局と７月２０日に確認しました。 

 貸し手の〇〇さんは６０歳、○○にお住まいです。 

受け手の○○さんは６９歳です。奥さんと２人暮らし、畜産を営んでおり、WCS 等を栽

培されております。 

場所は、〇〇集落から〇〇集落に抜ける道の谷沿いになります。 

長年、●●さんが管理されておりましたが、管理しきれなくなったため今回の申請に至っ

たようです。 

ご審議をお願いします。 

 

議長 

 
 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。挙手をしてご意見を出して下さい。 

  

議長  ●●さんが借りていた時も宮崎県農業振興公社を通していたのか。 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮崎県農業振興公社を通していました 

 

 宮崎県農業振興公社との賃借について、経緯を説明します。 

 ○○さんと宮崎県農業振興公社との賃借について、５年と少し前に契約をし、そして●●

さんと宮崎県農業振興公社とが契約を行いました。その後、●●さんとの契約については 1

度満了を迎え、〇〇さんと宮崎県振興公社との契約はのこしたまま、再度、貸し手の●●さ

んと５年間の契約をしました。しかし、●●さんが体調を崩され、５年間の年度途中でいっ

たん公社と○○さんとの契約を解除し、借り手が変わるので、再度○○さんと公社との契約

からやり直すということで、今回の議案にいたりました。 

 

 今回のような解約の報告は必要ないのか。 

 

 報告の必要はありません。 

 

議長 

 

事務局 

議長  宮崎県農業振興公社が新たな借り手を探すということは行わないのか。 

 



事務局  宮崎県農業振興公社が全市町村を把握し、借り手を探すということは困難であるため、市

町村である程度借り手を探しているのが現状です。 

 

議長  ●●さんの方から、役場に借り手を探してほしいという依頼はなかったのか。 

 

事務局  依頼はありました。個別に●●さんも借り手をあたっていたようです。 

 

議長  他に質疑はありませんか。 

 （質疑なしの声） 

  

これで質疑を打ち切ります。 

 これより採決します。議案第４２号「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画

（利用権賃借）の承認」について、申請のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第４２号は、申請のとおり許可することに決定しました。 

 

議長  次に、議案第４３号「農地法第３条の規定による許可申請」についてを議題とします。 

 本案について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  （議案第４３号について説明、朗読） 

 

議長 

 

 以上で、事務局の説明は終わりました。続いて、担当区であります私から説明をいたしま

す。 

議長 

   

 譲渡人の〇〇さんは〇〇に勤務され、農業についてはほとんど行われていません。今回の

土地については、２５年程前に梅を植栽され、現在３本残っています。譲受人の〇〇さんが、

毎回、〇〇に出す梅干しの原料をこの土地の梅から購入していました。今回、梅の木ぐるみ

買いたいと〇〇さんからの申し出があり、〇〇さんより、木だけでなく土地も購入してほし

いということで今回の申請に至ったようです。場所については、高速道路の上になる土地で

あり、周りも牧草が植えられており、〇〇の方が購入されても問題はないと判断しました。 

 ご審議お願いします。 

 

議長 それでは、これより質疑に入ります。挙手をしてご意見を出して下さい。 

  

 質疑はありませんか。 

 （質疑なしの声） 

  

これで質疑を打ち切ります。 

 これより採決します。議案第４３号「農地法第３条の規定による許可申請」について、申

請のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第４３号は、申請のとおり許可することに決定しました。 

 

議長 

 

 

 以上で、本日予定しておりました審議は全て終了しました。 

ありがとうございました。 

第１３回の農業委員会総会を終了します。お疲れ様でした。 

 



 

 


